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様式第４号（第 15 条関係） 
 

会  議  録 
 
１ 附属機関等の会議の名称  平成２８年度第２回近代文学館運営審議会 
 
２ 開催日時  平成２９年３月２９日（金）午後１時３０分 
 
３ 開催場所  美里町中央コミュニティセンター第３研修室 
 
４ 会議に出席した者 
（１）委 員 

木田 真由美  清野  守   小嶋 恵美子  千田 秀子 
沖田 万里子  古内 世紀   斎藤 順一   廣瀬 安子 
青木 郁子 

（２）事務局 
    扇子 美津男 館長  伊勢 由利 館長  草刈 明美 主幹 
 
５ 議題及び会議の公開・非公開の別    公 開 
 
６ 非公開の理由 
 
７ 傍聴人の人数  な し 
 
８ 会議資料    別 紙 
 
９ 会議の概要 
（１）審議結果 

・平成２８年度事業報告並びに平成２９年度事業計画等について説明し承認された。 
・美里町近代文学館・南郷図書館運営方針（案）について説明し継続審議となった。 
・美里町小牛田・南郷図書館資料収集方針（案）について説明し継続審議となった。 

 
（２）詳細な意見等 
伊勢館長   みなさんお疲れ様です。年度末のお忙しいときにありがとうございます。た

だいまから今年度第２回目最後になりますが、美里町近代文学館運営審議会

を開催いたします。まず初めに千田委員長よりごあいさつをいただきます。 
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千田委員長  審議委員になって何をするのかというのがわからないままの今日の会議で

すが、活動の状況をみんなで把握して、来年度につなげていきたいと考えてお

りますので、どんどんご意見をいただきたいと思います。よろしくお願い申し

上げます。 
伊勢館長   それでは次の署名委員の指名を委員長さんよりお願いします。 
千田委員長  小嶋さんと沖田さんにお願いします。 
伊勢館長   次に、今年度アンケート調査を実施しましたので、その結果について扇子館

長の方からご報告いたします。 
扇子館長   皆さんの方の資料で、アンケート調査の様式を表に出しているものがある

んですが、ご確認いただけますでしょうか。 
       このようなアンケート調査、表裏となっておりまして実施いたしました。ま

ずクエスチョン（以下「Ｑ」）１から２の部分については省いているんですけ

れども、さっそくＱ３の回答状況についてご覧いただきたいと思います。１ペ

ージでございますけれども、ここでは実際に図書館のサービスについてはど

のような感想をお持ちなのかということでですね、ここは小牛田図書館の部

分を表しております。 
       まず、設問の項目がですね、１から１２までございまして、「本や雑誌の種

類や内容」等々ございました。表を２段にしているのは、上はお答えいただい

たサンプル１１２名の方々が、どういうふうな感想を持たれているかという

ところの実数の分が上の表でございます。それから構成比としてパーセント

で表したのが下の表でございます。例えば、上の表でいきますと１番の「本や

雑誌の種類や内容」について、「大いに満足」が２７名、「どちらかといえば満

足」が５０名、中間の「どちらともいえない」１６名、「どちらかといえば満

足していない」が１１、「まったく満足していない」が５、「無回答」が３とい

う状況でございました。小牛田の場合にはそれを構成比に直しますと「大いに

満足」が２４％、「どちらかと言えば満足」が４５％ですので、満足と回答し

た方は６９％というような数字を得ることができました。それから「どちらと

もいえない」以降は、このようなパーセンテージでございますが、あと２番の

「新聞の種類や内容」についても構成比で行きますと５１％が満足、「郷土資

料の種類や内容」については４６％、「レファレンス」は３７％と２５％で６

２％というふうな状況となっております。「インターネットを利用する」から

以下はかなり低い数字になっているんですが、回答の状況を見ると、この５番

目以降については「利用したことがないので」という方が多いんですね。それ

で無回答という方がほとんどでございました。「どちらともいえない」という

人の中には利用したことがないとかいうふうな方が多かったですね。それか

ら、次のページは南郷図書館の方の回答状況でございます。こちらは１番の構
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成比で行きますけれども、「本や雑誌の種類や内容」については「大いに満足」

が２０％、「どちらかといえば満足」が６０％で、８０％の満足を得ていると

いう状況がございます。２番目以降については、ご覧のとおりでございますけ

れども、ここでもやはりインターネットの利用以下については、あまりわから

ないというのが多いという内容でございました。以上の特に「本や雑誌の種類

や内容」の回答状況を見まして、これをなるべく上にあげたいというふうなこ

とで、これをもっともっと町民の意向を踏まえた選書とか、そういうものを行

っていかなくてはならないんじゃないかというふうな考えがありまして、後

段では選書基準、選書方針をですね作成して、皆さんのご協議をいただくこと

となっております。 
       それから３ページなんですけれども、こちらはＱ３の自由記載欄に書いて

いただいたもので、「どちらともいえない」「どちらかと言えば満足していない」

「まったく満足していない」というふうにお答えなった方は、具体的にどのよ

うなご意見を出していただいたのかなというふうに考えまして、自由記載欄

を設けたんですけれども、番号２・６・７というのは、あらかじめ１枚１枚の

アンケート用紙をコーディングしまして、ナンバーリングしまして敷設した

ナンバーでございます。ですので２番目の方は「設定があまり適切ではない」、

設定というのは具体的に言うと設問の設定ということなんですが、こちらで

は大変努力をしたつもりなんですけれども、人によってはですね、そのような

お考えでいらっしゃる方もおられるようでございます。あとは、これは仕方の

ないことであると思うんですが、１７番で「新刊本でなかなか借りられない」、

人気のあるものはすぐに出てしまうんですね。２０番については「本の数が少

ない」という意見、これは小牛田だけですね。それから３３番「雑誌を増やし

てほしい」というふうな要望もありましたし、あとは「種類をもう少し増やし

てほしい」、５９番「本や雑誌を借りることはほぼすべてなので他の項目につ

いてはよくわかりません」という回答があったりとか、こちらでは努力して選

定しているつもりなんですが、６６番「新刊書が少ない」、同じような意見と

して「もう少し雑誌の種類を増やしてほしい」ですね。南郷の方は下の１０４

番の下に１とあるんですが、ご覧のようなご意見をいただいております。 
       それからＱ４について小牛田、南郷の部分を自由記載欄ということで表し

ているところでございます。ここでは２番「郷土史講座を開いてほしい」、１

７番「カフェ、チャイルドスペースの設置」とか特徴的なものがあります。２

０番「親書を増やしてください」、「DVD の検索が行いやすいとありがたい」、
２５番「南郷でも小学生向けに、夕方のお話会や日曜のお話会をお願いします」

とか、６５番「２階に自販機コーナーを設置して、喫茶コーナーを充実してほ

しい」これは、ほかの自治体の図書館のようなというようなことだと思うんで
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すけれども。あとは「小説を増やしてほしい」、「大崎市在住の人も１家族２人

までカードを持てるとありがたい」、これは大崎市の方だと思います。それか

ら「大人のための読書会をしてほしい。」というご意見ですね。これは、第１

回目の審議会の時に、斎藤さんからいただいた大人の絵本の展示とかですね、

大人のコーナーのようなものをですね、もう少し充実してほしいことなんだ

と思います。それから南郷の方については１２番以降になりますが、やはりこ

こでも「カフェ、チャイルドスペースの設置」とかいうのがありました。 
       それから５ページですけれども、５ページの「当館の利用しやすさ」という

部分のクエスチョンについて、小牛田の場合は１番から７番目まであるんで

すが、職員の対応、開館時間、休刊日、閲覧用の椅子や机の数、本や資料の探

しやすさ、読みたい本や雑誌の充実度、他の利用者のマナーということで、う

ちの方で一番気になっていたところは、職員の対応でございます。「大いに満

足」、「どちらかと言えば満足」については８９人の方が「いいよ」ということ

で、パーセンテージに直しますと７９％が満足ということだったと思います。

ただ、開館時間については、パーセンテージが少なくて、これはあとで出てく

るんですが、開館時間に対する要望が出ております。それから休刊日について

は満足と答えた方が半数をちょっと超えるくらい、閲覧用の椅子や机の数こ

れも５７％、「少し椅子とか机を増やしてほしい」というご意見も自由記載欄

にあるようでございます。それから本や資料の探しやすさが５５％、読みたい

本や雑誌の充実度が５２％、他の利用者のマナーについては４８％の方が満

足ということでございます。 
       それから６ページの南郷の部分ですが、３５人中職員の対応については３

０人の方が満足というような状況でございます。構成比に直しますと、職員の

対応については８６％が満足、開館時間については７１％満足、休刊日につい

は小牛田と同じ傾向を示しているんですけれども６６％が満足ですね。閲覧

用の椅子や机の数は６２％が満足、本や資料の探しやすさ７４％、読みたい本

や雑誌の充実度については６０になります。他の利用者のマナーについては

６６％ということです。 
自由記載欄をご覧になっていただきたいんですけれども、こちらは中間の

「どちらともいえない」から「満足していない」まで答えた方のご意見です。

まず「１０時の開館時刻では遅すぎる」、逆に「午後７時の閉館時刻でなくて

もよい」という意見もあります。４番目「開館時間がもう少し早い方がよい」、

それと似たものが１４番、１３番「祝日は開館してほしい」、３１番「９時３

０分に開けてほしい」、３９番には「閉館時間がもう少し遅いとありがたい」、

４７番はやはり「（開館時刻を）もう少し早くからしてほしい」、１０１番に「朝

が遅い」というものがありました。１０８番「祝日閉館は残念」、下の４行は
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南郷でございます。これぐらいのことですが、目立つのは、「朝をもう少し早

くしてほしい」というご意見が多いようでございます。 
次のページですが、これについては一番最後の設問に「自由にご意見をお書

きください」という部分にお答えいただいたものでございます。ここでも「休

日の開館を考えてほしい」というご意見があったりとか、「勤務調整により休

日がなくなればよいと思います」とかですね、あとは逆に町外の方、大崎市の

方だと思うんですが、「いつも助かってます」とか、職員の応対については２

４と２５にあるようにおおむね満足されているということとか、あとは子供

さんの「おはなし会」に大変興味をもたれて出席されている方からのご意見も

いただいて、その企画については「今後も充実するように」ということとかが

大方のご意見であるかと。あとは６５番には「大人の意見交換会」というよう

に、図書館をコミュニティの場として考えてほしいとか、「本を通じての交流

とかがほしい」というご意見、あとは６９番には「美里の文化や歴史が学べる

コーナーやセミナーがあってもよいのではないか」とか、事業に対してかなり

のいろんな種類の要望があるようです。図書館に寄せられる期待というのが、

いろんな形でここで出てるのかなというように感じたところでございます。

職員の対応については「各世代に対しては親切ですね」というご意見が多かっ

たようでございます。 
以上でアンケートの結果ということでお示ししまして、この中の部分につ

いては今回の運営方針に盛り込んでいる部分もございます。以上でございま

す。 
千田委員長  アンケートは率直な意見があって、こういう風にとらえられているなとい

うことが、わたくしたちもわかったですけれども、アンケート内容を今後どの

ようにするかということが今後の問題なので、今回は伺っているということ

で、委員の方々から「ここはどうなっているか」とお聞きしたいということが

あれば、皆さんから何かありませんか。 
斎藤委員   Ｑ１の結果を省略されたようですが、特に年齢の部分の１０代の部分、図書

館は幼児や児童の絵本や童話は非常に内容的にも充実しているし、時間を割

いてきているということは強く思っているところなんですが、幼児期や児童

期を過ぎて、思春期の世代が読む本が非常に少ないんではないかなと思うん

です。人間として文化的な感性を育てていく上ではやはり現状では貧弱すぎ

るんではないかなと、やはり私たちも含めてそういう点も考えていかなけれ

ばならないんではないかなと思っているんです。だからこそ１０代の年齢層

の結果というか、アンケートの結果に反映してほしかったと思っているんで

すね。 
千田委員長  今の図書館の本の分類では、小学校まではあると思いますけれども、小学校
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の高学年から中学校、高等学校の子供たちに対応した図書館の本については、

アンケートの中では把握できないんですか。 
扇子館長   ざっとしたことしか申し上げられないんですけれども、１０代、２０代の方

がアンケートに答えるということがあまりにも少なかったんですね。中学生

がくると「アンケートにお願い」と促してやって、お願いしてやっと書いても

らったという状況なんですけれども、運営方針にも出しましたが、特にヤング

アダルトとかの方面の図書資料を充実させることが必要ではないかとか、あ

とは教育委員会の話になるんですが、中学生や高校生が寄って少し時間をつ

ぶせるようなスペースがあってよいのではないかとか、そういうこともござ

いました。 
       あとは図書と関連するかどうかはわからないんですが、運営方針の方でも

ご説明申しますけれども、第１回目の運営審議会で木田校長先生からお話が

あった学習室の設置とか、そういう具体的なことを今考えているところでご

ざいまして、そういうことで小学生高学年から中学生など、また農林高校の生

徒が電車に乗る前の時間があったらここによるということなど、そういうこ

となど、子供たちの「流れ」をつくれないかなと考えているところでございま

す。ですので、その基盤となる図書の充実などではないかなということですね。

それは選書にかかわってくることであると思うんですけれども、本を選ぶ際

に今までだと行政職員だけでやっていたんですが、それをたとえば高校の図

書委員会の意見を聴くとか、実際に来て選んでもらうとか、そういうことも実

践しなければならないんではないかと事務局段階で話し合いをしているとこ

ろでございます。コーナーの充実は必要であるかなと思っておりました。 
千田委員長  アンケートの中ではつかみきれない部分ではあるけれども、じゅうぶん考

えておかなければならないことということですね。 
       そのほか委員さんの中からアンケート調査の結果について何かございませ

んか。 
古内委員   今のに関連するかと思うんですが、学習室の件ですが、おそらく平日は（子

どもたちは）学校に行っていますので、学校の図書館とか図書室を利用する機

会が多いと思うんですが、おそらく休日なんだと思うんですね。日曜日とか祝

日とか、そのような日に学習できる場というんですかね、そのようなものを希

望しているのではないかと思ったんですが、それが可能であれば、設置できれ

ばよろしいかと思いますけれども、あと選書についてですけれども、限られた

図書館の予算の中で、どのような本を購入するかということはたぶん職員の

方々は、相当悩んでおられると思うんですが、小中高にも図書館がありまして、

そこに備えてあるものがありますね。それとそこにないような本とか、お互い

に連絡を取って、ないような本とか、なくて薦めたいような本を選ぶというよ
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うな方法もあるのかなと思いますね。 
       あと社会人の場合には、本を借りて読むきっかけとなるもの、「あ、この本

面白そうだな、ぜひ読みたいなという本」そのような情報を求めているのかな

と感じたんですけれども、わたくしの場合には新聞の書評が一つの目安にな

っているんですが、書評が一紙だけでは足りなくて、図書館とかで、主に日曜

日に載ってきますけれどもね。それを読んでこれは面白そうだなあとか。あと

は広告の欄。広告は大体は読ませようというキャッチコピーになっています

けれども、忙しい方なんかは、そういうふうにして情報があればなあと思って

らっしゃるのかなあと思いましたね。 
       ただ、図書館の意義としては学校に行く前のに力を入れていますけれども、

幼稚園とかその前の子どもたち、これは今まで通り充実させるべきであると

思いますし、小中高については今お話ししたようなことですし、社会人につい

ては生活パターンも様々で、それらの人の要望にすべてお応えすることは不

可能だと思うんですけれども、最大公約数的なところで図書館としてできる

範囲内でサービスを充実していく、こういうアンケートなども参考にしなが

ら・・・しかないのかなあと感じたところです。 
千田委員長  今後につながり、深まるような貴重なお話ですけれども、そのほかございま

せんでしょうか。 
齋藤委員   先ほどのお話と重複するんですけれども、思春期の年齢層に合うような、要

求するような本が少ないというのは実際そうだと思うんですね。そして、図書

館の業務に携わる方々も、そういう思春期の年代の子どもたちに資するよう

な本が、どのようにしたら備えられるだろうかというような考えに基づいて

されているんでないかなと思っているんです。 
       前にもお話したことがあるんですけれども、灰谷健次郎という文学者がい

て、今は亡くなったんですが、彼は児童文学者といわれるのを非常に嫌ってい

て、「わたくしは児童文学は一度も書いたことはない」という話をしているん

ですね。いわゆる「文学は書くけれども、児童文学は書いたことがない。」つ

まり、彼の書いているのは非常に厚い本で、子供だから薄い本、大人だから厚

い本、そういうふうな見方ではなく、表現も少しは優しく書いているんですけ

れども、大人、思春期の考え方に沿うような表現の仕方をしているので、非常

に思春期の子どもたちの文化的・人間的な素養を育てるうえで、非常に大きな

意味合いがあると思うんです。それでここで私が言いたいのは、たとえば灰谷

健次郎は、いわゆる小さい子ども向けの装丁の本と文庫本とか新書版とか、さ

まざまな形の本を提供している作家のひとりなんですよ。そういう所を目を

つけていただいて、思春期の子どもたちに読んでもらえないのかなと思うん

です。例えば、彼の作品に「てだのふぁ 太陽の子」という物語があるんです
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が、精神疾患を抱えた沖縄の父親のことを描いているんですが、沖縄のことを

考えようとすると、小学校の子どもたちでは限界がある。難しいと思うんです。

それを児童文学ではない、普通の文学であるとして彼は書いてきているわけ

なんです。それも装丁も別にして新書版、文庫版にしているんですが、それを

思春期の子どもたちに読んでもらえれば、どのような感想を持つのかな、自分

がこれから生きていくうえで大きな視野が広がったな、そういうような感想

を持ってもらえるような、じゃないのかなって、彼の作品を何点か読んでみて

私は思うんですね。だから一点だけに限らず、その装丁で置く場所を変えてみ

たり、そのような工夫も必要なのかなと思っています。 
千田委員長  アンケートの中で気づかされたこと、選書の観点であるとか、展示も含めて、

わたくしたちはどんな本が必要なのかということを、いまおっしゃっていた

だいたことで教えていただいたんですけれども、そういう所に光をあてて子

どもたちの見えるところに置くなど、わたくしたちがそのような観点を持っ

て親しんでもらえる方向を模索してみるなど、今お話しいただいたことも参

考にさせていただきたいと思います。 
       これからの進め方なんですけれども、アンケートのところが次のところの

協議の中にかかっていて、具体的に出てきているようにも思いますが、このま

ま進めてよろしいのか、それとも。 
伊勢館長   次に進めていっていただいて、今年度の事業報告とか来年度の計画の中で

も出てくると思いますし、そのあとにあります運営方針とかのところで、逆に

一番盛りだくさんになると思うので。 
千田委員長  それでは協議の方に進めていきたいと思います。先ず最初に２８年度の事

業報告と２９年度の事業計画等についてお願いします。 
草刈主幹   先ず最初に２８年度事業報告についてですが、例年行っていることもあり

ますので、特徴的なところを中心にお話をさせていただきます。 
       ４月に子ども読書週間がございますので、そちらの時に小牛田・南郷それぞ

れ「スペシャルおはなし会」と関連の絵本の展示を行っております。それから

４月２３日が子ども読書週間の開始日なんですが、それに合わせてブックラ

リーということで年間を通して本を読み進めていくという事業を行っており

まして、４月３０日が終了日となっております。それから「たなばたお話会」

「手づくり絵本教室」「手づくり絵本作品展」南郷の「おはなし広場」、それか

ら「夏休み工作教室」を小牛田で２日連続８月１８日・１９日とやりましたが、

これは科学工作ということで、科学の本を紹介しながら、科学の実験をしつつ

工作をするという取り組みを今回は行ってみました。これは小学生を対象に

行いましたが、参加人数はそれほど多くなかったんですが、皆さん興味を持っ

ていただいております。それから「夕ぐれのおはなし会」ということで、８月
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２０日に行っております。これは怖いお話を時期的にしたいということで、い

つもは小さい子向けのおはなしが多かったんですが、これは小学生限定にし

て行いまして、夕方の４時から１時間くらいで２１人の参加がありました。そ

れから南郷の方がお月見ということで十五夜と十三夜、９月１５日にかけて

ですが、お月見をテーマとしたということでシリーズ的なお話会を行ってお

ります。それから南郷が「活き活き子ども教室」ですね。そして「図書館まつ

り」が小牛田が１０月２２日、今回は海の動物をテーマに行いまして、水族館

の方からペンギンが来まして、それもお客様には好評でしたが、そのほかに県

の方から魚蟲譜という江戸時代の魚とか両生類の図譜を借りて一週間ほど展

示いたしました。そのほかにも図書館全体が海の生き物をテーマにしたとい

うことで。南郷は１１月１２日に行っております。クリスマスお話会は南郷は

１２月１７日、小牛田が１２月２４日、３歳児の子どもに図書館の特別なカー

ドと貸出用バックをお渡ししながら、お話会を聴いていただく図書館利用促

進事業として「あつまれ３歳っこ」が南郷が２月２５日、小牛田が２６日で、

南郷は１３名、小牛田が７０名の参加になっております。それから３月４日、

南郷で好評の「世界にとびだすおはなし会」が行われまして３５名の参加。小

牛田の「春のおはなし会」が３月２５日、「おひざにだっこの会 おはなしス

ペシャル」が４２人ということでありました。定例で行っているおはなし会な

んですが、「おひざにだっこ」が毎週火曜日で年間通して６３９名の参加、小

牛田の「おはなし会」が３２７名の参加、南郷の「おはなし広場」が６１２名

の参加、「おはなし大好き」ですが１１３名の参加となっております。 
       館内サービスといたしまして、通年行っている「親と子のブックハロー」「出

前図書館」「図書の宅配」「学級文庫の団体貸出」「よつばカフェ」「ぽかぽかお

はなし会」「おはなし会 ブックトーク」「朝読での読み聞かせ」「出前おはな

し会」があります。この中で今年度から開催したのが「よつばカフェ」という

のがあるんですけれども、これは駅東交流センターで未就学児の子どもとそ

の保護者やご家族の方が集まっている事業ですが、そこにこちらで皆さんが

読みそうな本を集めて持って行って、貸出をしてくるということを行いまし

た。これは９月から始めまして全体で９回だったんですが、だんだん借りてい

ただくようになりまして、そこにある資料だけでは物足りないということで、

本館に来ていただくきかっけにもなっているので、来年から「よつばカフェ」

が縮小されるということですが、図書館としては定期的に２週間に一度づつ

駅東で場所を借りて、図書館の本を貸出させてくださいとお願いして、そうす

ることでお母さんが１０分・１５分と来て、子供を連れて散歩がてら来れると

いうことで、駅を越えてくるのはちょっと大変ということで、これは定期的に

行いたいと思います。「ぽかぽかおはなし会」というのは子育て支援センター
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で赤ちゃんの集まりがあるので、そちらに職員が行っておはなし会をしてく

るというのを月２回行うようにしており、今後も定期的に行うように考えて

おります。 
       施設見学は幼稚園や保育所、２年生の町探検などの時に来ていただいて、図

書館の仕事や仕組みを知っていただいて、そこで図書館の利用カードを作っ

ていただいくということで、これはある程度定着している事業となっていま

すので、美里の子どもたちは１歳３か月の時に絵本をもらって、３歳の時に図

書館バックとカードをもらって、小学校になるともう一度図書館に触れられ

るという機会を作っており、このパターンは必ず守っていきたいと考えてお

ります。 
       涌谷の図書館・公民館をつくる会という方がお見えになり、公民館図書館を

作りたいということで、参考にさせてくださいということで４名の方がお見

えになって、いまこの方々を中心にして今開館しているようですね。 
伊勢館長   その下の方で、社会福祉協議会でやっている「いきいきサロン」が、昨年か

らなんですが、いきいきサロンに来ている高齢者を連れて、南郷図書館に来て、

向かいの会議室で若干本の読み聞かせをして、あとは自由に館内を見学して、

カードを持っていて、昔小牛田図書館まで行ったんですという方は借りてい

くんです。昼ご飯を食べた後に担当者の方が、車に乗せて連れてくるというよ

うになりました。これは昨年からになります。 
草刈主幹   町外では月将館小学校、西古川小学校、涌谷第１小学校、松山小学校など大

崎市や涌谷の小学校の子どもたちも図書館を見学に来ています。電車に乗る

という体験も含めてなんですけれども、前に小牛田とか南郷の学校に勤めて

いた先生が転勤されて依頼されることがあります。ただ、見学だけで貸出でき

ないのがかわいそうですが。 
千田委員長  画期的なことじゃないんですか。意外と多くなったというのは目立ちます

よね。 
沖田委員   すごいですよね。 
草刈主幹   多くなってきていて、図書館を体験した先生方が「また申し訳ないんですけ

れども、連れてっていいですか」という感じなんですね。 
       来年度大崎市図書館が開館されるのでまた違う流れが出てくると思うんで

すけれども、大崎は大崎の役割があると思うので、美里は美里の役割を持って

いけるようにと考えております。 
青木副委員長 ②の館内サービスの下から２番目に朝読書での読み聞かせというのがあっ

て、小牛田小学校１０回、北浦小学校３回とありますが、これは小学校側から

の要請で行っているんでしょうか。 
草刈主幹   そうですね。年度計画をいただいて、これは読み聞かせボランティアのかけ
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はしさんが主に活動をしていただいております。それの準備とか相談とかを

私たちがやっているというものです。 
千田委員長  ここまでのところで何かありませんか。 
廣瀬委員   １２月から何回か行われた「折り紙教室」は入っていないんでしょうか。 
草刈主幹   抜けておりましたね。すみませんでした。「折り紙教室」ということで１２

月、１月、２月、３月と年４回実施したんですけれども、最初は大人向けの講

座で誰でもが参加できるようにと考えているんですが、広報でお知らせした

らあっという間に埋まってしまうくらい好評だったんですが、図書館の資料

を使って皆さんで参加できるようにというもので、今回は折り紙ということ

にしたんですが、幅広い年代層の方が参加されると思っていたんですが、結構

皆さんお友達感覚で参加していただいたので、やってみて資料の提供ととも

に、町民の方が何か活動できる場が必要なのかなということを今回の実施に

よってすごく感じまして、アンケートの中でも引き続きこうゆうのをしてほ

しいというのは、どこかで何かをしたんだけれども、きっかけがないというこ

となので、図書館としても資料を使ったものをテーマにして来年度もしたい

なと。子どもではなくて大人が参加してできるものを、創作系のものとか８０

年代の映画を語りましょうとか、そのような資料もあるので、音楽もあるので、

ロカビリーやりましょうとか、民謡を聞いてみんなで懐かしい話をしようと

か、そういう世代の利用が多いので、みんなと話をしたりしたいんだと思うん

です。そういう場を作りたいなと考えております。 
廣瀬委員   講座を実際に受講して男性の参加が非常に少なくて、１名いらしたんです

が、すごく残念でしたが、今後やるときには、今おっしゃったアイデアは素晴

らしいので。それとアンケートのＱ４やＱ９にあるように大人の読書会や意

見交換会も考えて、せっかくいいもんだなあと思っても、声を出す場というの

はないので、せっかく図書館といういい場所があるので、そのようなものも考

えていただけたらなあと思います。 
草刈主幹   わかりました。 
沖田委員   南郷の「おはなし広場」に行っているんですけれども、すごく増えているな

あと思ったんです。実際私もおはなし広場に来てくれる方が増えているなあ

というのを体感しております。１回に平均して１４・５名来ているんです。そ

れにプラス父兄の方々ですからすごい人数になります。それが１点と、父兄の

方々から聞いた話なんですけれども、（子どもさんが）朝起きると「今日はラ

ッキーな日だ！」っていうんだそうです。それが「おはなし広場」がある日だ

っていうんです。そんなこと言ってくれているんだってうれしくなりました。

あと、おはなし広場で読み聞かせした本をすぐ借りていく子が増えているっ

ていうんですね。一回聞いたんだけれども、自分で手に取ってみたい、うちの
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人に読んでもらいたいというようなことなのかなと思っています。 
伊勢館長   今、沖田さんが言ったように読んだ本を借りていってもらうということが

いちばん図書館の職員としては狙いなんですね。ひとつ抜けてしまったんで

すけれども、館外サービスのところで、今年度から初めて南郷幼稚園・保育園

の方に月２回「おはなし広場」の方が出向いて行って、おはなし会をするとい

うのは木曜日が多かったんですけれども、第１、第３という時に、今週は年長

さんですよとか、次回は年中さんですよとかというふうに、学年ごとにランダ

ムに順番を決めて、それに合わせて３冊４冊本を持っていって読み聞かせて、

それが朝の時間帯なんですね。図書館はそのあと開館するわけなんですけれ

ども、外の駐車場から見えるように、そっち（幼稚園・保育園）に向けて面見

せして、朝読んだ本を置いていると、帰りに我先に走ってきて、「これだ！ こ

れだ！」って言って借りていくとか、あとは違う学年の子で「今日、年長さん

に読んだ本はどれなの？」と聞いて借りていったり、すごく興味関心が増えて

きたなというのは本当に実感しますね。今日も（審議会が）１時３０分からな

ので、少し早めに出てこようと思ったんですが、春休みなので、いつもだった

ら幼稚園終わって、必ず毎日来てくれる子が何組かいるんですけれども、今日

は１１時ぐらいにその子たちが来てちょっと話をしていたら１１時３０分を

過ぎてしまって、大慌てでこっちに向かってきたというように、本当にうれし

い悲鳴ですね。 
千田委員長  今、説明がありました３までの図書館の方からの説明の中で、いまの南郷の

ように本とつながる中で各層の人が参加できるような広がりができてきたよ

うに、どのように努力すれば参加してもらえるかの、新しい仕組みや展開が見

えてきたように思えて、このことはいろんなところに活用できるし、あと不足

の部分もはっきりしているわけですから、そこのところに男の方だけの読書

会とかやるようになれば。何かみなさんのいろんなことがつながりだしてき

たというお話なんですね。それであと続けて町民ギャラリーとかの部分など

をお話ししていただければと思いますが。 
草刈主幹   町民ギャラリー企画展ということで、パッチワークとクラフトバンド展と

いうことで、来場者は５０２名でした。女性向けの内容だったんですが、結構

幅広くいろんな方がお見えになって、これを見た後にパッチワークとクラフ

トの本が結構動いていましたので、相乗効果としてはよかったかと思います。

村上世一先生の２年ぶりの作陶展、村上先生の場合には仙台とか遠くの方か

らお見えになる方もいらっしゃったので、近代文学館をＰＲする上でもすご

くよろしかったかなと思っております。それから宮城示現会美里展が７月１

７日から７月２４日までで１９６名、毎回こちらの方も楽しみにしている方

がいらっしゃいますので、この時期にということで必ずということで。それか
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ら、まちづくり推進課と一緒に行っている原爆パネル展が７月２６日から８

月９日、それから森喜明さん写真展ということでまだ大学生の方なんですけ

れども、実は図書館を生まれた時から利用しているような方なんですが、お父

さんもわたくしは存じ上げている方なんですけれども、その息子さんの鉄道

写真展ということで、ちょうど帰省されているときの８月１３日から１９日

まで行いました。それから、第６９回春光会展は８月２３日から２８日までで

入場者数が２１３名、宮城の発掘調査パネル展は文化財係が担当しておりま

して、９月１７日から９月３０日まででして８３名、伊達な木彫り塾作品展、

木彫展ですね。１０月１日から１０月９日まで２８０名、それから高文連の展

覧会が１０月１４日・１５日両日で３１５名、魚蟲展は１０月１８日から２３

日まで、これは受付がついていなかったので入場者数はカウントしておりま

せん。町内のパッチワークのサークルによる作品展が１０月２８日から１０

月３０日までで２２０名、それから文化財の方の展示ですが美里の歴史・文化

展、発掘の成果の展示会ですが、１１月２日から１６日までで２１０名、と陶

楽窯作陶展、桑原さんご夫妻の作陶展で１１月１９日から２７日までで２６

０名、そして美里町河北展入賞入選作品展が１１月２９日から１２月７日ま

でで３２０名、子どもの本展示会は県立図書館から去年出版された新刊の本

と近代文学館で持っている子どもの新しい本を展示いたしまして、１月２５

日から２月８日まで、この時にリクエストしてもらって、皆さんがほしいとい

う本を購入するという検討も行っております。「写真を楽しむ会わいど写真展」

が３月１日から３月１４日までで３３３名、そして絶賛開催中ですが「美里工

芸作家グループ展」ですね。陶芸、染織、指物、織物、こちらが３月２５日か

ら４月２日までですので、もしよろしければ帰りにぜひご覧いただければと

思います。 
       それから中央コミュニティセンター講演会となっているんですけれども、

コミュニティセンターを会場にした講演会、図書館の方もいといろとお手伝

いをし、協力しましたので、ここにあげさせていただきました。８月２８日に

１２０名。 
       そしてもうひとつページを開いていただきますと、職場体験ということで

南郷と小牛田で、農林高校、小牛田中学校、南郷中学校、涌谷高校の職場体験

の受け入れを行っております。先ほど中高生向けのということもありました

けれども、こういった受け入れも図書館を知ってもらうひとつになるかなと

いうことで、実はこの体験をした人たちが司書になって職場にいるという人

たちもいますので、今後の若い世代を育成する最初のきっかけかなとも考え

ておりますので、そちらも受け入れを行っていきたいと思っております。 
       こちらの方で２８年度の報告を終わらせていただきます。 
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千田委員長  それでは、１時間ほど経過しましたのでここで休憩を取ります。 
≪休憩≫ 
≪再開≫ 
千田委員長  再開します。平成２９年度の事業計画についての説明をお願いします。 
草刈主幹   図書館関係の行事ですが、４月２２日から５月１０日まで小牛田の方です

が、子ども読書週間にあわせて企画展示を行います。４月２２日にスペシャル

おはなし会として、「ぬいぐるみの図書館お泊まり会おはなし会」を行います。

これは国立国会図書館の図書館ニュースとして上がって、今全国的に行って

いることなんですけれども、子どもたちが大事にしているぬいぐるみを一晩

図書館にあずけて、そのぬいぐるみたちが夜に図書館で何をしているかとい

うことを写真にとって、お迎えに来てくれた時にその写真とぬいぐるみとお

勧めの絵本をパッケージにして渡すという取り組みをやってみようかなと考

えています。小さい子だけじゃなくて小学生でもいいので、親子みんなできて、

やってみようかなという考え方です。 
千田委員長  ぬいぐるみが何をしているかということのイメージがちょっとわかないん

ですけれども。 
草刈主幹   自分のぬいぐるみがカウンターに座って貸出をしていたりとか。 
委員全員   えー！ そうなんですか！ 
伊勢館長   自分のお気に入りぬいぐるみが、さもその本を読んでいるように、本を開い

て、そこにぬいぐるみを置いて。いろんな場所で、いろんなぬいぐるみが何か

をやっているように見えるようなそういう写真を。 
委員全員   へえー。やってみたいね。 
草刈主幹   そうすることによって（本が）身近になるというか、自分も疑似体験して、

（自分たちは）お泊りできないけれども、この子たちが行って代わりにやって

くれたから、本を読んでみようというような感じになるかなと思って、取り組

んでみようかなと思います。南郷の方もボランティアの皆さんにご協力をい

ただいて、おすすめの本を展示したりとか、そういったおはなし会をするとい

うことになります。 
       ブックラリーはこちらも恒例で行っておりますので、小牛田と南郷両方一

年間かけて行っていきます。あとは通常の夏のおはなし会、手づくり絵本教室、

図書館まつりが今のところ１０月７日で考えておりますが、ほかの町の全体

の事業がぶつかったということであれば、１０月２１日も候補として挙げて

おります。これは小牛田ですね。 
伊勢館長   南郷は従来１１月を予定しておりますが、小牛田と同じで１０月・１１月は

町全体でいろんなイベントがありますので、時期がだぶらないように、学校の

方もお遊戯会とか学習発表会とかもあるので、それぞれだぶらないように日
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程を選定したいと思っています。 
草刈主幹   「あつまれ３歳っこ」、小牛田が２月２５日、南郷が２月２４日、「冬のおは

なし会」が１２月２３日で、「春のおはなし会」が３月３日で、これは両方と

も小牛田になります。「大人塾」は大人を対象にしたイベントで、通年ででき

れば１か月に一回はやりたいと思っていますので、蔵書点検明けの６月、７月

ぐらいからと考えております。「おひざにだっこの会」「おはなし会」「親と子

のブックハロー」「出前図書館」「図書の宅配」「駅東交流センター出前図書館」

というのが先ほど申し上げました「よつばカフェ」から引き継いだものという

ことになります。それから「ぽかぽかおはなし会」、これが２９年度の今のと

ころの事業計画となります。 
       町民ギャラリーの方なんですが、近々で４月１６日にイタリアの歴史講座

というのがあります。 
扇子館長   これについて詳しく申し上げますが、イタリアルネサンス以降、１４世紀、

１５世から引き続いているイタリア美術関係の代表的な作品とその町の話に

ついて、本町にご実家のある方が、埼玉の方でボランティアでそのようなこと

をやっているということで、学芸員の資格を持ってらっしゃって、たまたまこ

ちらに里帰りをするときにやらせれもらえないでしょうかということでした。

講師の方からは、２０人ぐらいでということだったんですが、こちらのカウン

ターの方で整理券を出したら２・３日で無くなりまして。これからもやってい

ただけるんであれば、定期的にやっていただけないかと思っておりまして。 
また、もうひとつ町民ギャラリーで特徴的なものなんですけれども、７月１

９日から３０日までですね、不動堂中学校のおそらく生徒さん全員になるか

もしれませんが、美術展をやりたいということで、その中で美術の担当の先生

が１日、子どもたちを対象にしたワークショップ、絵を描くことのワークショ

ップ、色の使い方とかなどをやりたいというふうなことでした。今も館内に飾

っているんですけれども、不動堂中学校の生徒さんが各種展覧会で入賞・入選

した作品をお借りして、定期的に飾っているんですが、結構不動堂中学校の生

徒さんが活躍されているみたいで、複数の生徒さんが全国的な賞、あと世界児

童画展でも特選を取った生徒さんがいて、それは作品が戻ってこないという

ことなんです。わたくしも見せてもらったんですが、すごく細かいデザインの

絵というんですかね、素晴らしいものだなあと思ったところなんですが、不動

堂中学校の美術は健康盛んだなあということでした。 
ほかは、示現会であったりとか、高校文化祭の全国大会ですかね、全国大会

は詩吟の方で８月２日・３日に文化会館でありますので、そちらの控室とかに

なっておりますので、その関連で書いております。 
草刈主幹   絵画サークル展が、自主的な活動をされているという方々の展覧会という
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ことで、２年に一度定期的に行っているものが、１０月２３日から１１月１５

日、３人展の方もお願いしておりますので、陶芸・書・洋画の３つの分野の作

品展を計画しております。 
       ２９年度の事業計画については以上でございます。 
千田委員長  皆様の方から何かございますか。 
斎藤委員   原爆パネル展は今回も協力事業ですか。 
草刈主幹   今回もそうですね。 
斎藤委員   あれは町の事業ですか。 
草刈主幹   はい、町の事業です。 
千田委員長  それでは次のところを。 
草刈主幹   すみません。もうひとつ利用状況についてご報告したいと思います。２８年

度の利用状況ということで数値を出してみたんですけれども、今年度は２７

年度に比べますとだいぶ利用が多くなっております。上段の方が個人貸出に

なります。下段の方は団体貸出しで、こちらは３月２５日現在の数値ですので、

今も増えてはいるんですけれども、全体でみると、個人が７千冊くらい増えて

います。ひとつには大崎が１２月で閉館になりましたので、１月から大崎の利

用が多くなったということはあるんですが、それ以外でも自力で４千冊くら

いは増えています。やっぱりこれは地道な活動かなというところと、全体の利

用を見たときに今までは高齢者の方が多かったんですが、子連れの方が徐々

に戻ってきています。町全体でみると、小牛田図書館の場合には駅東の利用が

増えているということが多いかなと思います。地理的な状況もあると思うん

ですが、ここが距離的にも使いやすいということもあるので。親御さんたちが

声をかけあってくれているみたいで、コミュニティの中に利用する人たちが

いると、子ども同士で言ってくるということもあるみたいなので、これを機会

にそういうふうな使い方というか利用のＰＲをしていきたいなと思っており

ます。団体貸出しの方も前年比というところで変わらないということである

と思いますが、デイサービスとかの施設でもコンスタントに借りていただく

という所が２か所必ずあるので、そこが月２回必ず５０冊とか３０冊ずつと

か借りるというふうになっていますので、図書館に施設でボランティアをさ

れている方々が本や紙芝居を借りていっていただけるという利用のスタイル

ができておりますので、その貸出が団体貸出にも数として反映されていると

考えております。一番空いているところは２０代です。１０代も少ないですが

２０代も少ないですね。子どもを持つようになる３０代がまた復活してくる

んですが。１５・６歳から２０代、ほかの図書館も同じなんですけれども、そ

ういったところをどうしていくかですね。以上です。 
斎藤委員   そこも含めて検討していく。 
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千田委員長  続いて（２）（３）の美里町近代文学館・南郷図書館運営方針案と美里町小

牛田・南郷図書館資料収集方針についてお願いします。 
扇子館長   それでは、私の方から申し上げます。お手元の美里町近代文学館・南郷図書

館運営方針案なんですが、これをなぜ作成したかということなんですが、過般

いただきました答申に基づきまして、我々行政職員そして司書がどのように

運営していったらいいのか、又は地域の方と利用者の方とどのように協働し

ていったらいいのか、近代文学館を運営したらいいのかということについて

大きな方向付けをしたいというのが狙いでありまして、答申をいただいてそ

れをまとめてみました。もちろん先ほど申し上げましたアンケートの課題と

なる部分もこの中に計画として盛り込んでいるのですけれども、先ずこれを

作った経過については、昨年末までこの案を煮詰めまして、年明けに事務段階

で教育長、教育次長、私、伊勢館長と草刈と５者で事前の調整を行ったところ

です。そして２月１６日の教育委員会に運審から答申をいただいて、その運営

方針を作ったんだというようなことでご提案を申し上げましたところ、事前

にこの運営方針の案をお配りしてご協議申し上げましてご意見をいただきま

したが、冒頭から「美里町としての特徴が見えない」というようなご意見もい

ただきまして、なるべく早く運営審議会を開いて、２月下旬ぐらいに開催しま

して、お諮りしようかなと思っていたところなんですが、そうこうしているう

ちに、今日この運営方針をお示ししているんですけれども、教育委員会の議論

の中で、今月（３月）２７日だったんですけれども、やはり答申をいただいて、

教育委員会が作ったものの、それを一方向的にお示しするだけではだめでは

ないかというふうなことがありまして、やはり答申をいただいた運営審議会

の方々の思いもございます。そして、お考えもございますので、ぜひこの運営

方針をご覧になっていただいて、ご意見をいただいたらどうかと、ご要望も含

めましてですね、そういうことで今回この運営方針を皆様の方にお示しして

おります。さらにその狙いとするところは、やはり行政サイドだけでこのよう

な運営方針を作るんではなくて、住民の方と協働で計画を作るべきだという

ふうな、特に教育委員長さんのご意見・ご指示もございましたんで、ぜひこの

運営方針については、今回はこのような内容ですというようにお話しさせて

いただくんですが、時間もないことでございますので、新年度の第１回目の審

議会において、いろんなご意見をいただいて、こちらの方で再度煮詰めさせて

いただくというふうな形をとりたいと思います。その辺もご協議をいただき

たいと思います。 
       これから３０分ぐらいの時間になると思いますが、しばしご清聴のほどお

願いします。 
       表紙をめくっていただきますと、目次が出てまいりまして、今回の運営方針
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中で、運営方針をただの絵空事で終わらせるのではなくて、近代文学館で業務

運営を行う職員、町民の方と協働で進める中で、実行の方針ということで作っ

ていきたいと思っておりました。特に今回特徴的なものとして、Ⅲの２番、図

書館の運営という所で、貸出サービスのところに（ア）から（ク）までの項目

を設けました。これは町民の方、乳幼児の方からご高齢の方まで、各年代層で

どのようにその年代層に対応したサービスを展開していったらいいのかとい

う部分と、あとはご高齢でなかなか来館が困難な方とか、障がい者の方へのサ

ービスをどのようにしていくのか、美里町役場を中心とした他の行政機関に

対する資料提供等、資料収集をどのようにしたらいいのかということですね、

レファレンスサービス（調査相談）について基本的な部分にどのようにするの

かとか、歴史資料を含めた地域資料のサービス、資料の収集保存をどうするの

かという、このところを（ア）から（ク）までのところを力を込めて、計画化

をさせていただけないかなというところでございます。それから、その下の図

書館と他機関との連携、そして４番目、今回特徴的なところになるかと思いま

すけれども、町民の方が参画する図書館運営ということで、（３）を強調した

かったんですけれども、「町民を含む図書等選定審査委員会の設置」をもくろ

みたいなと、これが具体的には１５ページに出てまいります。 
       それから、あと２点ほどなんですが、第３の千葉亀雄文学室の現状と課題、

並びに運営方針ということでここも１から３までございますが、特に、これま

で千葉亀雄さんの文学史上に残る業績というのがあまり町民の方々に周知さ

れていなかったのではないかということがいえるかと思います。ちょうど、ご

案内のとおり自然主義文学という文学運動がありまして、その後に千葉亀雄

さんが位置付けました、「新感覚派」という文学運動の名付け親ということで、

文学史上に残るジャンルを築き上げた人ということで、そういうところもあ

りまして、もっと千葉亀雄さんの業績を基にした事業展開等ができないかと

いうことでございます。 
       あと、「町民ギャラリーの現状と課題並びに運営方針」という所については、

先ほど草刈の方からもありましたけれども、町民ギャラリーの展開について

は、平成２７年度については利用率が５０％に満たなかったんですが、さまざ

まな企画展示会を催すことで、６割を超えました。今後も町民ギャラリー、そ

して千葉亀雄文学室、１階の図書館が総合的に活性化されることによって、近

代文学館の特徴づけを明確にできないかなという所でございます。大崎市の

図書館も立派な大きな図書館が出来上がりますけれども、こちらは、文学室、

町民ギャラリーという町民の文化芸術の表現の場があるということもありま

すので、それと生涯教育の学びの場というところが連動することによって、総

合的な生涯教育・生涯学習の場というふうな展開ができないかというところ
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も含んでおります。 
       目次を基にしまして、ざっと申し上げましたけれども、こういうことが書い

てあるという程度で、ご自宅にお戻りいただいて、ご覧になっていただいて、

ご意見・ご要望等をいただければと思います。 
       「はじめに」というところなんですが、ここは公立図書館の使命というとこ

ろを大きいところから示しております。「ユネスコ公共図書館宣言」というも

のがありまして、それをその下のカッコ書きのところを引用することによっ

て、「ユネスコ公共図書館宣言」というものが１０行ぐらいありますけれども、

特に民主主義との関係とか人権との関係とか、そういうことと公共図書館の

サービスが年齢や人種・性別・宗教・国籍・言語等にとらわれない、そういう

ものに制約がないところでサービスが提供されなければならないということ

が言われております。それで、次の行なんですけれども「公共図書館は幼児か

ら高齢者まですべての利用者が「知りたい、学びたい」という欲求にこたえる

ため、資料・情報・学習の場を提供していかなければならない」ということを、

明確に申し上げております。 
       次に、下から２行目なんですけれども「美里町近代文学館は、地域に根差す

図書館として」ということで大きくとらえて「地域資料も積極的に収集し、地

域文化に関する情報も提供していきます。また、生涯学習の拠点として住民が

生涯にわたって学習し、その成果を生かすことができる社会の実現を図る場

となることを目指します。」ということを最初に言っております。そして次に

「第１ 策定の目的」というところで、実はこの運営方針を策定したのは「答

申」をいただいたというところもございます。そして、文部科学省で「図書館

の設置及び運営上の望ましい基準」が平成２４年に改定になっておりまして、

このような運営方針を作るように明確に努力しなさいというふうに言ってい

るわけなんです。そのような複合的な意味合いもありまして、答申もいただき、

国の方針もそうだよというようなことで、今回は策定ということになったん

ですが、一番は答申をいただいたことによって、考え方をリセットしまして、

運営方針を作ることによって住民の方への図書館利用のサービスを向上させ

ていこうとする考え方でございます。 
       また、千葉亀雄関連の資料収集関係も３ページの上の方にあるんですけれ

ども、そういったギャラリーなどとの複合的な展開で、生涯教育の施設として

機能していければなというふうな考えでございます。ひとつ字句的なもので

お気づきになると思うんですが、３ページの上から８行目に「障碍者」として

「害」の字は使いませんでした。障碍者の方のことも考えまして、福祉的な意

味合いも図書館サービスにはありますので、そういうことも考慮に入れてい

きたいということでございます。 
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       それから、３ページの「第２ 美里町近代文学館の現状と課題並びに運営基

本方針等」ということで、「Ⅰ 現状」という部分が①から次のページですね、

そして５ページ、６ページ、７ページの上の方まで、⑱まで現状と課題という

ことで書いてございます。３ページに戻りますと現状は、①については、「資

料の貸出・返却業務については図書館業務の要であります」と。特にレファレ

ンス業務については重要であるというとらえ方であります。また、各種予約と

リクエストについては、７千件から８千件を受けつけておりまして、それを処

理をしております。レファレンス業務については、読書相談から事実調査まで

多岐にわたっておりますので、その都度限られた時間で、お客さんを待たせる

ことなく迅速に対応しているという状況でございます。それから④の資料収

集業務につきましては、毎週選書会議におきまして、私館長と、南郷について

は伊勢館長と担当職員が新刊案内等を用いて選書を行うというふうな形で選

書を行っております。これについては、後程資料収集方針で変更点をご協議い

ただきたいと思います。それから⑤の新刊図書の購入ですけれども、これは小

牛田と南郷では重複購入をなるべく避けまして、両館を併せてより多くの図

書を購入できるように取り計らっております。⑥ですが、購入する図書につい

ては、毎週７０冊から８０冊を購入しております。南郷と小牛田を併せまして

年間６３０万円の予算で何とかまかなっております。昨年度につきましては

７００万円で今年度は７０万円の減で６３０万円で購入しております。 
古内委員   雑誌代は入っているんですか。 
扇子館長   雑誌代は入っていないですね。⑦の除籍につきましては、年に一回の棚卸と

いうんですかね。蔵書点検をやっておりまして、除籍されたものについてはす

べて廃棄するのではなくて、図書館まつりでリサイクル、リユースしておりま

す。⑧の地域資料の収集・受け入れ・記録保存、これは公立図書館としての大

きな機能であると思います。全国的には民営化になりますと、地域資料が廃棄

されてしまうという実態もあるようでございまして、公立図書館の地域資料

の収集・受け入れ・保存については、特に我々は、歴史的な資料については文

化財係と連携することによって、それを図書館のデータ化につなげていけな

いかということで、その取組を行っているところでございます。⑨の館外サー

ビス、これも人が来るのを待っているだけではなくて、要望があったところに

は出向いていくと、老人ホームであったり、福祉施設であったり、障害者の方

を対象にした出前図書館を行っております。また、「よつばカフェ」にも対応

しております。また、今後要望がいろんな形であると思いますが、こちらの労

力とのバランスで対応できるかどうか検証しながら、少し発展させていけれ

ばなと思います。⑩でございますが、こちらは小牛田と南郷の図書館の連携、

物流について申し上げているところでございます。週に２回連絡便を運行し
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ていることとか、各々の資料の購入で重複しないようなやり方、そのようなこ

ともございます。⑪でございますけれども、学校教育機関との連携、これを今

後ももっともっと連携を強めていければなと思います。ほんとに小牛田小学

校、木田校長先生にはお世話をいただいておりまして、今年も１０回ほど朝の

読み聞かせをさせていただいておりますが、我々もこの間「あつまれ３歳っこ」

ということで、お父さん、お母さんを前におはなしをさせていただいておりま

したけれども、やはり読解力が子どもの成長にとっては必要ではないかなと

いうことで、いろんな意味で学校と連携させていただくことによって、必要な

資料があれば、本当に忌憚のない要望を挙げていただきまして、連絡の中で調

整させていただきたいなと思います。それから⑫の町内の読み聞かせボラン

ティアグループ３団体の方々にご活躍いただいておりますけれども、先日も

４０名ほどのお父さん、お母さん、子どもさんの集まりがありましたけれども、

昔の、十数年前の読み聞かせの風景というのは、もっと子どもさんが寄ってい

た、そのような記録の写真もありまして、あのような風景が戻ってこないかな

あというふうに考えております。ボランティアグループの皆さんのご活躍は

本当にありがたいことでございまして、もっともっとボランティアグループ

の皆さんの要望なども受け入れている中で、事業を発展させていきたいなあ

と思います。⑬として、他市町の公立図書館、県図書館、国立国会図書館との

データ連携による借受依頼、レファレンスによる借受依頼を受けることによ

って、必要な資料を迅速に提供していきたいということでございます。⑭です

が、自主学習活動支援ということで、今回この中には明確には、表現はしてお

りませんが、関連事項として学習室や学習コーナーをどこかに作れないかと

いうことで、そのような計画もあります。⑮の児童サービスについても重要視

していきたいということで十数行入れてございます。それから、一般サービス

については幅の広い年齢層を対象とするわけでございますけれども、特に趣

味、教養、ビジネス、暮らし等の関係というのがございます。図書館を訪れる

２０代、３０代の若い方々の中には、資格試験などを目指して閲覧コーナーで

勉強されている方もおります。そういうふうな方々も広くフォローしていけ

ればなと考えております。あと、よく言われるキャリア支援ということもある

かと思いますので、資格試験の情報とか、いろんなそのようなものがあると思

われますので、情報提供していきたいと思います。⑰は大崎広域との連携でご

ざいます。⑱が職員体制ということで現状をお示ししております。 
       それから課題というところでございますが、今申し上げました現状の部分

といろいろと関連してくることもございますので、特に、お話ししたいことは、

実態としては、②のレファレンス業務が増加している現状がございまして、こ

ちらの方もインターネットサービスなどの検索サイトの情報が必要になる場
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合にがございますので、活用できる環境と情報をタイムリーに提供できるよ

うな職員のスキルが求められているということで、非常勤職員の方が１年間

の契約雇用のような状況でございますので、なるべくノウハウを蓄積された

職員の方が、残っていただけるように取り諮っていきたいと思うんですけれ

ども、個人の方々のご事情もあり、こちらの願いもかなわない状況であります

が、人数は確保していかなければならないと考えております。⑥ですが、地域

資料との関係で、文化財係の歴史的資料の目録を図書館システムで管理して

いくということが、今回課題として上がっております。入力作業等も実施して

いるんですけれども、限られた人数の中で地域資料のデータ化を行っていか

なければならないということでございます。⑧で中高生の利用が少ないとい

うのがございます。ここをどのようにしなければならないかというところが

頭のいたいところでございまして、教育委員会からのおはなしもございます

が、ヤングアダルトコーナーを工夫してみてはどうかとか、児童生徒が座って

読める空間が必要ではないかとか、というようなおはなしもいただいており

ます。 
       Ⅲのこれからの美里町近代文学館の運営サービスということで、運営基本

方針の①から⑦でございます。実は、ここが答申でいただきました内容とほぼ

合致するところでございますが、若干手を加えているところもございます。ご

確認をいただきたいと思います。この運営方針をもちまして、９ページの２番

図書館の運営というところに移っていきたいと思います。今後の図書館サー

ビスの充実のためにサービスごとに方針を定めております。貸出サービスに

おいては、利用者階層ごとに、ここが今回の運営方針では特徴的なところでご

ざいます。さらには現在実施しているサービスごとに方針を定めると。新たに

利用者階層ごとのサービスを設ける、そして現在実施しているサービスごと

の方針を定めていくという考え方でございます。 
       １０ページを開いていただきたいんですが、実際の資料情報提供サービス

というところに移ってまいりたいと思います。「利用者のニーズに答えられる

ような多様な資料・情報等を収集し、整理・保存していきます。」ということ

で、これは後ほど出てまいります「美里町小牛田・南郷図書館資料収集基本方

針」に基づいて、資料収集に努めますというところで、①から⑪まで各種項目

を設定しております。 
       そして１１ページについて、ここから出てくるのが利用者階層ごとのサー

ビスです。（ア）乳幼児・児童の方々へのサービス、ここは、乳幼児期・児童

期というのは、心の発達に大きく影響を与える時期という考え方に基づきま

して、この時期における豊かな読書経験は重要な意義をもつものであります

と。この背景にはお母さんとのふれあいとかもあるのかなとも思いますが、さ
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らに子どもの読書離れを防ぎまして、家庭や社会における子どもの読書環境

づくりを支援するということで、この運営方針に基づきましていろんなアイ

デアを積み重ねまして、いろんな事業の展開を行っていければなと思ってお

ります。①から⑥まで書いてありますが、特に健康福祉課などと連携したブッ

クスタートの実施とか、乳幼児期・児童期といっても成長段階に併せまして、

さまざまな各年齢層に合わせたブックリストの作成とか、そういったものの

紹介、ひとつのポイントとなる「あつまれ３歳っこ」の実施、特に保護者の方

に向けた周知なども行っていきたいなと思います。 
       （イ）の青少年・ヤングアダルトサービスでございますが、子どもから成年

へと成長する過程において、ここでも一つの発達段階の特徴を表現したつも

りなんですが、十代の子どもたちの人格形成において、豊かな読書経験は大切

であるというとらえ方をしております。生涯にわたって図書館を利用する基

盤づくりとなるようなさまざまな事業をやっていきたいと考えております。

先ずは、①ヤングアダルトコーナーの充実・資料の展示、先ほどご意見をいた

だいている部分でもございますので、どのようにかして構成を変更できない

かということでございます。中高生向けの資料の収集、年３回のブックリスト

の作成も新しい取組かなと思います。中高生の図書館での職場体験学習の積

極的に受け入れるとか、職場体験で来るということは職業の選択ということ

も大きな目的となっているようでありますので、就職に役立つ資料の提供と

か、行っていきたいと思います。 
       （ウ）の成人・社会人へのサービスということで、小説・娯楽的な読書に対

応ということが前面に出てくるんですが、さらに生活で必要な情報や、ビジネ

スで活用できる資料情報の提供ということをいっております。 
       高齢者へのサービスというところなんですが、利用者の方の多くがご高齢

の方も多いということで、なかには近代文学館に来ることが楽しみ、またそこ

で交流することが楽しいという方もいらっしゃいます。やはりそういう中で

も、媒体として提供できる大活字本の提供とか、憩いのコーナーの活用とか、

椅子の配置換えなどの環境づくりを行っていきたいと考えております。それ

から来館困難者サービスということで、こちらは高齢者の方も入っているん

ですが、来館困難な高齢者とか、障害者の方へのサービスを充実させていくと

いうことでございます。なかには、精神的な障害を持たれている若い方が、近

代文学館を社会復帰の第１歩の場ととらえてくる方もおられます。いろんな

そういう方がおりますので、そういうものに適切に対応してまいりたいなと

考えております。 
       １３ページの（カ）ですね。行政機関へのサービスでございます。 
       （キ）レファレンスサービス、調査相談、これは、内部のスキルアップ、職
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員の養成であったり、調査相談の事例の蓄積による、それを応用した事後のレ

ファレンスへの対応という部分が内容として入っております。 
       （ク）でございますけれども、地域資料サービス。こちらは文化財係と連携

した資料収集、整理保存というふうなことが中心になると思います。 
       １３ページの下ですけれども、３の図書館と他機関との連携ということで、

ここで初めて大学図書館、研究機関等、外部機関との連携ということが出てく

るんですが、これまでも大学図書館への照会とか、コピーしたものを送ってい

ただくとかの連携は行っておりますので、そういうことも継続してやってい

きたいなというところでございます。（１）と（２）については具体的なもの

でございます。図書館間の連携、（２）の町内教育機関への支援ということで

①から⑦まで特に学校との連携の中で協力できるところはしていきたいとい

う考えでございます。 
       １４ページの４番目、住民が参画する図書館運営ということで、このなかで

これまでやっていただいておりました。（１）の図書館ボランティア活動支援

をさらに進めていく、ここはいろんな研修会への参加とかもしていただくと

いうことも促していきたいなと考えております。２番目、自主学習活動への支

援ということで、生涯自ら学び続ける場として活用できる図書館を多機能の

部分で展開したいなというところでございます。（３）ですが「町民を含む図

書等審査委員会の設置」、それから（４）美里町近代文学館運営審議会の運営

ということで、ここでも住民の目から見た課題など、図書館の運営について協

議を行い、よりよい図書館運営を目指していくために、審議会の活動を行って

いただきたいなと考えております。 
       ５の広報活動、この辺はアイデアとしてどのようなものがあるかというと、

他の図書館の事例も見る中で、むしろ学びながら進めていかなければならな

いかなと考えております。 
       １７ページからは、「千葉亀雄文学室の現状と課題並びに運営方針」という

ところになります。 
現状ですが、文学室の利用が低い状況でございます。展示内容が長い間固定

化しております。日常の業務におきまして千葉亀雄に関して専門的に業務を

担う職員がいない状況となっております。 
課題でございますが、現状を踏まえまして、①住民の方々に千葉亀雄さん自

身や文学界における業績が周知されていない状況があると考えられます。そ

れから２番目、「千葉亀雄を読む会」の方々が自主的に活動しておりますけれ

ども、月例会で論評を読み調査研究を行っていただいておりますけれども、図

書館事務局との連携も一層必要ではないかというふうに考えました。それか

ら３番目ですけれども、「千葉亀雄さんや日本文学に関する調査研究を行う業
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務を推進する必要があります。」これも教育委員会の委員さんから出たお話で

すが、やはり専門職員の配置が望まれるのではないかというふうな課題をい

ただいております。 
Ⅲの運営方針ですが、ここは今までの課題をとらえまして、まずは展示内容

を再検討しなければならないということで、もっと千葉亀雄さんに関する日

本文学界における業績とかというものをもっともっと掘り起こす中で、特に

「千葉亀雄を読む会」を中心として、（会の方々は）情報をお持ちですので、

年一回講演会を開催してはいかがかということで、住民の皆さんとの千葉亀

雄さんに対する理解を深めていただいていく方法をとっていきたいと思って

おります。それから、千葉亀雄さんにゆかりのある作家や思想家等の資料の収

集・保存を積極的に行って企画展等を文学室で開催する。毎年ということを言

っております。すでに、こちらの方では動いておりますけれども、吉野作蔵さ

んとかですかね。あの方は千葉亀雄さんと同じ生まれ年でありまして、仙台一

高に通われたご同級の仲でありまして、それ以降は方向性は違うにしても、大

正デモクラシーを千葉亀雄さんは支持したということもありますので、その

へんで何か面白い企画ができないかということを考えております。また、４番

目に千葉亀雄に関する学習、調査、研究を推進するために「千葉亀雄を読む会」

などの自主的な学習・研究等の活動の支援を行っていきたいというものであ

ります。また、５番目は他の文学館等関係機関との連携、第１回目の審議会に

おいてご意見をいただきました各市や町には文学館・室などがあるので、そこ

から資料をお借りしてということで動いたことがございましたが、保険をか

けなければいけないということで、そういう予算上の制約などもございまし

て、具体化しなかったんですけれども、他館との連携につきましては、情報を

もっと集めて可能な道を探りたいなと思います。 
それから１９ページは「町民ギャラリーの現状と課題及び運営方針」という

ことなんですけれども。現状でございます。こちらは平成２７年度と２８年度

を比較してみたんですが、２７年度は利用率が５０％に満たなかったんです

が、企画展などを増やしまして、６１％をちょっと超えるぐらいの利用率にな

っております。というのも、ギャラリーに集まってきた人たちが「今度はグル

ープ展をやってみたいですね」ということで開催したのが「美里町工芸作家グ

ループ展」なんですね。そういう人のつながりができると、また何か新しい展

開が生まれるのかなというのが率直な感想でございます。河北書道展のお仲

間の中で、中央に出品している方々もございますので、そういう方々のグルー

プ展をやってみたりとか、そういうことはいろいろ、成功するかどうかはわか

りませんけれども、まずはやってみるということをですね、していきたいなと

思っております。そういうことで、町民ギャラリーにつきましては、いろんな
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固定化されておりました展覧会、展示会などをもっともっと活性化するとい

うか、いろんな情報を集めてみる、人のつながりを作ってみるということで、

いろんなことができるのではないかということを考えておりますので、そう

いうことでトータル的なところで近代文学館を運営していければというふう

に考えておりました。 
以上でございます。 

千田委員長  膨大な内容をかいつまんでお話しいただきましたが、もう一つの資料「資料

収集方針」はご説明いただいた方がよろしいですか。全部お聞きした方がいい

かなと思うんですが。 
扇子館長   先ずは、今の運営方針を基にすることもありますので、お示ししている「美

里町小牛田・南郷図書館資料収集方針」ということで、なぜ美里町近代文学館

としなかったということについて、あくまでも「図書館」という位置づけでご

ざいますので、小牛田図書館と南郷図書館の資料収集方針ということにさせ

ていただきました。これも教育委員会の方で見ていただいているんですけれ

ども、さまざまなご意見をいただいてまとめております。 
       基本方針として、先ず１番目ですけれども「美里町小牛田・南郷図書館は、

幼児から高齢者まで誰でもが自由に利用できる生涯学習の場であり、まちづ

くりや地域文化の向上に寄与する公共施設である。」ということで、ここに「ま

ちづくり」というフレーズが出てくるんですけれども、近年、公立図書館はま

ちづくりの拠点であるということもいわれているようでございます。生涯学

習・教育の部分ということで、さらに続きますが、「図書館は基本的人権であ

る「知る自由」を社会的に保障し、「いつでも、どこでも、だれでも、なんで

も」の基本的原則で利用者へサービスを提供する場である。」、「利用者からの

リクエストに応え、さらに、住民の潜在的読書欲求を喚起し、資料提供を行っ

ていく場でもある。」ということですね。そして、「資料の収集にあたっては、

著者の思想的立場、人種、国籍及び言語等を理由としてその資料を排除するこ

となく公平で自由な幅広い視野をもって行うものとする。」ということであり

ます。そして、この基本方針を基としまして、図書館資料の収集につきまして

は次の方法によって行うものとするというのが、次の２番目でございます。 
       収集資料の種類を６点ほどあげております。（１）から（６）までとなって

おります。（内容省略） 
       資料収集の範囲ということでございますが、「全分野にわたりまして、基本

的なものから専門的なものまで幅広く収集する」と。「収集する資料は原則と

して、現在国内で出版流通しているものとする。」としております。「また、地

域資料などにおいては出版されているほかに寄贈資料や自費出版物などを積

極的に収集する。ただし、専門的な学術書については利用などを十分に考慮し
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て選書を行う。学習参考書、受験参考書、形態上管理に不便な資料は原則とし

て収集しない。」というふうなことであります。 
       そして４番目でございます。（１）の図書で①一般図書とさせていただいた

んですが、ここにアからエまで具体的な収集方針をいれております。「一般図

書は利用者の学習、教養、実用及びレクリエーション等に資するため、基礎的、

入門的な図書から、必要に応じて調査研究に対応できる専門書まで幅広く収

集する。」「小牛田図書館、南郷図書館の利用者層を考慮した収集を行う。」「生

活に楽しみと豊かさをもたらす資料を収集する。」「暮らしや仕事に役立つ資

料を収集する。」ということでございます。 
       それから、特にここで表に出しているのが②児童図書についてであります。

「子どもが自主的に読書活動を行い、読書習慣の形成と継続につがなるよう

な乳幼児から青年期の発達に則した資料の収集と提供を行う。」「子どもの多

様な要望に応えられるよう幅広い分野の資料を収集する。」「長年読み継がれ

評価が定まった作品、作家を中心に、文章や絵など内容の水準が高いものを収

集する。」「絵本は文とともに、優れた表現力を持つ絵を考慮して収集する。」

「紙芝居は構成や絵が明確であり、子どもの年齢に則したもの。創作から昔話

まで幅広く収集する。」ということでございます。 
       次に（２）逐次刊行物でございます。３点ほどでございます。「ア 新聞は

主要全国紙を中心に、地域紙、スポーツ紙を収集する。」「イ 雑誌は国内発行

の各分野における基本的な雑誌を中心に、児童雑誌も含めて収集する。年度末

に購入の見直しを行い、時代に則した新鮮な資料提供を行う。」「ウ 年鑑、年

報、白書類の収集は一般図書及び参考図書の収集に準ずる。」ということでご

ざいます。 
       （３）の地域資料ですが、「ア 美里町（旧小牛田町、旧南郷町）を中心に

周辺地域及び宮城県に関する地域の歴史、地誌、民俗、芸術、文化および産業

に関する資料を収集する。」「イ 美里町、宮城県、及び周辺市町村が作成及び

発行する行政資料を収集する。」ということでございます。 
       （４）視聴覚資料でございますが、「ア 視聴覚資料として DVD、CD、カ

セットテープ、LD、複製絵画を収集する。」「イ 各分野の基本的作品及び映
像や音楽として一定の評価をされた作品を中心に収集する。」であります。 

       （５）障碍者サービス用資料について銘を打っております。昨年の４月１日

に障害者差別解消法が施行されまして、公共施設におきましても障害者を差

別するような建造物であったりとか、業務のあり方であったりとかを見直し

なさいよということが言われておりますので、このような資料収集や提供に

つきましても音訳図書、大活字本、さわる絵本、視覚障害者用視聴覚資料等を

継続して収集してまいりたいと考えております。 
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       （６）のその他でございますが、「その他必要に応じて、この基本方針に基

づき、必要な資料を収集する」ということでございます。 
       ５番目の収集資料の選書というところですが、「選書は町民を含む図書等選

定審査委員会で行うことを原則とする。」ということを言っております。委員

会については仮称ということで、今後どのようになるかということについて

はわからないんですが、教育委員会からも意見をいただいておりまして、その

ようなことにした方がよろしいのではないかということでございます。ただ

し、急にそのようなことはできませんので、経過措置として、その体制が整う

までは「従来の方法に従って選定し、平成２９年度中に順次新たな選書方法に

移行するものとする。」なお、上で言っている従来の方法とは、以下の通りで、

今までやっている選書の方法ですね、ここに住民の方々がかかわっていただ

くにはいろんな形が考えられると思うんですが、やはり、先ほどヤングアダル

トのところで問題がありました１０代・２０代の、中学生も含めてなんですけ

れども、そういう方々に興味をもってもらうために、例えば、南郷高校や小牛

田農林高校の図書委員会の生徒さんと膝を交えて「どういう本がいいの？」と

か、そういうことで情報をいただいたりとか、いろんな年代の方に入っていた

だいて、やれる体制を取った方がよいのではないかと考えたところでござい

ます。ここは、教育委員会のご意向が入っているところなんですけれども、と

いうところで、ア・イ・ウ・エの従来の方法も含んでいるんですが、運用を見

直していきたいところでございます。 
       ６番目の「美里町近代文学館図書館資料廃棄基準」があるんですけれども、

資料の廃棄については、この基準に基づいて行うということでございます。 
       以上、資料収集方針でございました。 
千田委員長  これを教育委員会で突き合わせて、さらに２９年度になって、審議会を開い

て、その意見を出して、実のあるものにしていこうということで、非常にあり

がたいことでございます。今日の会議はそういうことで、まず、私たちに資料

を提供していただいて、次回の時にわたくしたちの意見をまとめて、教育委員

会の方にもう１回提示していただくということになるんですね。 
       そこまで持っていくために何か聞いていただいた方がいいことを委員さん

の中であれば・・・。 
斎藤委員   障害者の漢字をそう（碍）書くんでしたらわかりました。使うんでしたらル

ビを振っていただきたい。ルビを使わないんでしたらひらがなの方がいいと

思います。資料収集方針の２ページに害という字が入っています。下から６行

目。「（５）障碍者サービス用資料」の「視覚障害者」というところです。 
扇子館長   校正ミスです。すみません。 
齋藤委員   同じページの（３）地域資料の中に考古学が入っていないのは落ち度じゃな
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いのかなと思うんですね。現にこれから発掘した資料を展示する予定である

わけですんで、ぜひここに入れていただきたいというふうに思います。 
       それから（４）の視聴覚資料のＬＤは今は作られておりませんね。ＬＤがあ

るからここに載せたというお話でしたけれども、ハード面で修理などが必要

になった場合にはほとんどできないと思うんですね。ですからここに「ＬＤを

収集する」という言葉で落ち着かせるというのはちょっとまずいんじゃない

のかなと私は感じました。 
千田委員長  今、３つ話いただきまして、障碍の碍を調整することと、それからもう一つ

の考古学を入れるというのは必要であると思いますのでよろしくお願い申し

げます。また、ＬＤのことはわからないので。 
伊勢館長   今のＤＶＤになっている、前のビデオテープのようなものなので、近代文学

館ができたときに、館内でしか見られなくて、貸出ができないんですね。館内

でみる機械も壊れてしまうと見ることができないので、もちろん今収集とい

うのはできないので、収集方針には入れなくても、だからといってすぐ廃棄す

ることもできないので、いま現在残っているものは、しばらくはそのままにな

るのかなと思います。 
斎藤委員   財産目録として、有るといういうことを示すのか、とにかく収集するという

ところからは消した方がいいのではないかということです。 
伊勢館長   そうですね。 
千田委員長  それではそこをカットしていただいて。財産としては。 
斎藤委員   方針案の中で、私もいろいろと意見を話したことがあるんですが、１７ペー

ジの千葉亀雄文学室の現状と課題のところで、展示内容が固定化されている

現状があるとあります。まったくそのとおりであると思うんですね。わたくし

が前に発言した時には、固定化という言葉は使わなかったんですが、いわゆる

広い意味で博物館、そういう所では常設展示だけではもたないというか、人は

増えないんです。２度、３度見学に来ることは少ないです。ですから、常設展

示プラスアルファがなければその機能は果たせないということを肝に念じて

計画を練らなければならないんではないかなあというふうに感じました。 
木田委員   運営方針の②に出ていますよね。企画展示を行うことで、担おうとしている

んですよね。 
扇子館長   資料をもっと集めて、何かこう、ユニットごとにできるとかですね、そうい

うふうにしたらどうかと思うんですね。 
斎藤委員   ５ページの国会図書館にもネットワークを構築して借りられるというよう

な記述があるんですが、そうすると日本で発売・発行されている書籍はすべて

手に入る、読むことができるというんですね。 
草刈主幹   国会図書館の方でも制限のあるものはあるので、だめなものもあるんです。
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できるだけそこは網羅して手に入るものはしたいです。 
伊勢館長   貸出はできないので、館内で閲覧してもらうようになるので、２日も３日も

来ていただいて。 
草刈主幹   国会図書館自体でも館外持ち出しできないんですね。 
斎藤委員   でしょうね。週７０冊から８０冊の新刊を購入しているということなんで

すけれど、その購入先というのは決まっているんですか。 
草刈主幹   予算があるんですけれども、それを分配して。購入先は、図書館を担当して

いる大きな卸のようなところがあるんですけれども、そこは全国の図書館が

使っているんですけれども、本を購入した段階で、貸出ができる状態でビニー

ルコートがされた状態で納入してもらうんですね。 
伊勢館長   バーコードも貼って、背ラベルも貼って、ブックコートもかけてもらって納

品されるんです。 
斎藤委員   昔の図書館がやっていた仕事が一部なくなっている。 
伊勢館長   南郷は一冊ずつデータ入力しています。そのほかに、この辺でしか出ていな

い河北新聞出版社とかいうものについては佐々栄さんとか高橋売店さんを通

して購入するので、それは自分のところで全部背ラベルを張って、バーコード

を貼って、データも入れて、ブックコートも職員がかけて、貸出までというこ

とになります。 
草刈主幹   その時の７０冊から８０冊の選書も毎週１２００冊分くらいのカタログが

来るんですが、それを毎週毎週みんな（職員）で見て、その中から選書して、

そして小牛田は５０冊ぐらい、南郷は２０冊ぐらい、それを選書する際にも

「新しいから」だけじゃなくて、カウンターでどのような本が動いているかと

か、リクエスト受けているのは「これだよね」ということで、小説で購入する

分の半分はリクエストなんですね。ですから、皆さんが新聞とかで見たものを

よくリクエストされるので、それは一般書と児童書を含めてこの冊数なので、

児童書の中にも副本など人気があるから買い替えしなければならないものを、

全部職員で話し合って、いまどれがいいかなということとか、テレビでいまア

ガサクリスティのドラマになったからそれを入れておこうとかっていうよう

に情報交換しながら、２・３時間の選書会議をするんですね。その前に、１２

００冊を職員が１週間かけて全部チェックするんです。それのリストを挙げ

てもらって、２・３時間かけて選書していくと。それでそれを毎週していかな

いと利用者のニーズに応えていけないので、１か月に１回というようになっ

たら、２か月前に出版された本がやっと入ってくるということになるので、そ

の時間のサイクルの制限の中で選書をしていって、いまこの７０冊から８０

冊を購入するという流れになっています。 
千田委員長  わたくしたちはそのような気の遠くなるような仕事を毎週しているという
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ことを皆さんに知らせていただいているということでね、そのうえでモノを

申さないと人間として仕事ができない訳ですのでね、それを最低でもわたく

したちはわかって、そしてそれを知らせていって、そのうえでの改善ですので、

無尽蔵にできるわけではないということもハッキリお知らせしながらいこう

と思いますが。具体的にアンケートから始まって、答申のこともうかがって、

次回に意見をまとめていく方向になりますので、今回は次回の会議の日のだ

いたいの予定も決めていただきたいと思います。 
廣瀬委員   運営方針とか収集方針はいつごろまで出さなければいけなくて、その間何

回会議を開くのかという見込みというのがあれば教えていただきたいんです

けれども。 
扇子館長   はい。２９年度に入りまして、第１回目の会議をいつにするかということで、

できれば今日から１か月なり２か月おいて、その間にこの運営方針とかにご

意見をいただくというような、何かペーパーに書いていただいた方がいいの

かとかというふうにも感じておりますけれども。それをうちの方でいただい

て、そして１か月後から２か月後の会議を開催して「このようなご意見があっ

た」、それで運営方針を調整できる部分もあれば、それをやってこの運営方針

の案を作ると。いうふうなことで、その後、そこで終われば１回で終わるとい

うことになるんですけれども、また教育委員会の方に出して、教育委員会の方

には運営審議会の方でいただいた意見をまとめた結果、このようになりまし

たということで、そこでまた逐次項目ごとの説明になるんですけれども、それ

で終われればなと。ただ、２回目の運営審議会もやった方がいいよねというこ

とになれば、そのぶんずれ込んでいくんですが、１回か２回ぐらいじゃないか

なと思いますね。 
千田委員長  教育委員会では、このころまでほしいというんじゃないんですね。 
扇子館長   期限付きではありませんが、２９年度末とかですね、それはちょっと賞味期

限が過ぎてしまうんではないかと思うんですね。まあ、夏ごろまでとかですか

ね。 
斎藤委員   運営基本方針の中に、昨年度この委員会で「民間への委託はしない」とはっ

きり決めたわけなんで、どこでもいいですがきちんと入れてほしいなと思い

ます。 
扇子館長   わかりました。 
千田委員長  それが前提で進んでおりますので。すぐ４月ですので、５月までの間に、最

低でも５月中にはしないといけないと思います。５月に第１回の会議を開い

て、それを受けて６月あたりにやれればいいでしょうね。先ず、１回か２回か、

結果しだいですので、第１回目の会議は５月のいつ頃がいいか。 
青木委員   記憶がなるべく薄れないうちに。 
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伊勢館長   扇子館長が言ったのは、皆さんから意見を事前にいただいて、それを作って

また次の会議に臨むということなので、「何ページのどこどこの補足です。」と

いうことを挙げてもらうということを言っているんですよね。 
扇子館長   こういうペーパー１枚ぐらいでメモ的なものでよろしいですから、「ここは

このよういしたらいいのではないか。」とか、ちょっと箱でも作りますので。 
草刈主幹   いろいろな人の意見が入ってきたものを全部反映させたものをつくるとい

うのは、なかなか難しいかもしれないので、かえってここで話し合ったものを

まとめて。 
伊勢館長   いま、斎藤委員さんいうように、この部分入れたほうがいいとか、この字が

こうだという意見を、今日本当であれば事前にこれをお配りしておかなけれ

ばならなかったんですが、なにせ昨日までかかっているものですから、なかな

か、私も草刈も今日初めて見たもんですから、事務局の中でもこの字句はこう

じゃないかとか、これの順番がこちらの方を上にしたらいいんじゃないかと

いうことが、まだやっていないという所が正直なところなので。 
千田委員長  次回、ここで皆さんの意見をとっていただいて、もう一回答申に沿って、意

見を挟んでいただいて。その方が簡単じゃないかと思います。４月の会議にし

たら。 
扇子館長   ４月の連休前とかですか。 
千田委員長  ここは絶対ダメだという所があるんじゃないかと思いますが。 
       ４月の第３週まででよろしいですかね。 
清野委員   ４月中は総会とか入っているんですよ。 
千田委員長  ４月２６日ごろいかがですか。午後１時とか事務局は大丈夫ですか。 
事務局    大丈夫です。 
千田委員長  それでは、これで終了いたします。 
伊勢館長   これでは長い時間にわたってご苦労様でした。資料の配布が今日になって

しまって大変申し訳けありませんでした。 
 
 
上記会議の内容に相違ないことを証するため、ここに署名します。 
  
   平成２９年４月１８日 
 
                委 員                      
 
                委 員                      


